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　「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度
に行っていると認められるこども・若者」として、
法律に明記されました。

　家事や家族の世話をすることは「ふつうのこと」
と思うかもしれません。しかし、ヤングケアラーは
「こどもとしての時間」と引き換えに、ケアをしてい
ることがあります。
　勉強に励む時間、友人との他愛ない時間、将来
に思いを巡らせる時間……
　それらが失われた時に、学業や友人関係などに
影響が出てしまうこともあります。

　ヤングケアラーは家庭内の問題であるため「表
面化」しにくく発見が難しいです。こども自身やそ
の家族も「ヤングケアラー」であることを認識して
おらず、SOSが出せないということもあります。
　ヤングケアラーの存在に気づくために、まず必
要なことは、様々な機関・部署の担当者が「ヤン
グケアラーがいるかもしれない」ということを常
に意識して日々の業務にあたることです。学校や
地域に気になるこどもがいる場合には、下記
チェックリストを活用してください。身近なところ
にヤングケアラーがいるかもしれません。

早期発見チェックシート

主な影響の例

□  学校へ行っているべき時間に、学校以外で
姿をよく見かける

□  家族の介護や付き添いをしている姿をよく
見かける　

□  幼いきょうだいの送迎をしている姿をよく
見かける

□  こどもだけで食料品等の買い物をしている
□  こどもが洗濯物を干したり、ごみ出しをしたり
している（保護者が行っている様子を見ない）

□  欠席や遅刻、早退が多い
□  身だしなみが整っていない
□  授業中、いつも眠そうにしている
□  学力が低下している
□  年齢よりしっかりしている
□  こども同士より大人と話が合う
□  宿題や持ち物を忘れることが多い
□  部活動を途中で辞めた、休みがち
□  修学旅行等の宿泊行事を欠席する
□  諸会費の未納や遅れがある
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